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◆ 対応事例 

 

対応事例１ 

 

件名 複合機の消耗部品の廃棄方法のお尋ね 

概要 

 

複合機の「中間転写ユニット」と呼ばれる消耗部品を廃棄する方法

を教えていただけないでしょうか。 

メーカーに問い合わせたところ、メーカー回収はしておらず、各自

治体に問い合わせてくださいとのことでした。 

一般のゴミと一緒に廃棄することはできないのでしょうか。 

対応 

 

 

 

 

 お問い合わせにある「中間転写ユニット」が事業活動から出てきた

廃棄物である場合、産業廃棄物となります。 

 当該消耗部品は「廃プラスチック類」と「金属くず」の混合物と思

われますので、これらの許可を持つ収集運搬業者及び処分業者と契約

を結び、マニフェストを使って適正に処理してください。 

 

産業廃棄物の処理業者につきましては、東京都の産業廃棄物処理業

者検索サイトで業者検索することができます。 

https://www.kankyo-

sanpai.metro.tokyo.lg.jp/sanpaisearch/search_input.aspx 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kankyo-sanpai.metro.tokyo.lg.jp/sanpaisearch/search_input.aspx
https://www.kankyo-sanpai.metro.tokyo.lg.jp/sanpaisearch/search_input.aspx


 

対応事例２ 

 

件名 落下してきたカラスについて 

概要 

 

成鳥と思われるカラスが、落下してきて路上脇にいます。周りに他

のカラスの姿を見ることは出来ますが、特に騒いでいる様子はありま

せん。どのようにしたらよいでしょうか。 

対応 

 

 

 

 

 そのまま自然に任せてください。 

自然治癒して飛んで行けるかもしれませんし、そのまま餌を摂ること

が出来ずに弱って死んでしまう可能性もありますが、野生の生き物で

すので自然になりゆくままにしてください。 

 道路や公園など野鳥が死んでいるのを見つけた場合には、各施設の

管理者にご連絡ください。ご自宅の庭などで見つけた場合には、お住

まいの清掃部署にご相談ください。なお、細菌や寄生虫を保持してい

るおそれがありますので、使い捨てのビニール手袋やマスクを着用す

るなどし、死亡した野鳥や糞には直接触れないよう注意してくださ

い。 

参考：『野生鳥獣との接し方について』 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/bi

rds/faq.html 

 

 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/faq.html
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/faq.html

